
包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第３章　強制徴収公債権

第２　市税

第２の６　軽自動車税

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

17　指摘
【免除申請の添付書類】
「軽自動車税の免除申請及び現況届について（通
知）」と題する書面には、２年目以降の申請におい
ても、免除を必要とする事由を証明する書類を添付
させるべきである。

今後も、引き続き他都市等の状況を参考
に、条例の改正も踏まえ検討する。

今年度条例を改正し、前年度の申請時か
ら内容に異動がない場合は証明書類の提
出を省略することとした。

〇 財政部 税制課 3205 499

18　意見
【第二次納税義務】
所有権留保の場合、第一次納税義務者である買主
に対する滞納処分も実効性がない場合、第二次納
税義務者である売主に対する納入の通知、督促、
催告、滞納処分を実施することが望ましい。

今後も、引き続き他都市等の状況を参考
に、軽自動車税の徴収方針を検討する。

平成29年度、中核市全市への照会で、実
施している市は無い。
今後は県、政令指定都市への調査も検討
しつつ、中核市や県内市の動向を注視し
ながら、引き続き納税課と協議し、事務取
扱についてマニュアルの作成を進めてい
く。

△ 財政部 税制課 3205 499

第２の９　滞納整理

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

25　指摘
【督促手数料】
督促手数料の調定を事後調定とするのであれば、
①発生している督促手数料の金額を把握すべきで
ある。また、②発生している督促手数料を決算書の
注記などで表示すべきである。③事後調定の要件
を満たしていることを確認すべきである。

督促手数料を徴収している他課も含めて
事後調定の要件について整理を行う。ま
た、金額の把握及び決算書への注記につ
いては、各債権を管理しているシステムが
異なるため、集計の可否を含めて今後も継
続して検討を行う。

①②発生金額の把握は可能となり、決算書
などへの記載については今後も継続して
検討を行う。
③については、条例改正により、令和3年
度に督促手数料を廃止する。

△ 財政部 納税課 3258 501

26　指摘
【延滞金】
延滞金の調定を事後調定とするのであれば、①発
生している延滞金の金額を把握すべきである。ま
た、②発生している延滞金を決算書の注記などで
表示すべきである。③事後調定の要件を満たして
いることを確認すべきである。

延滞金を徴収している他課も含めて事後
調定の要件について整理を行う。また、金
額の把握及び決算書への注記について
は、各債権を管理しているシステムが異な
るため、集計の可否を含めて今後も継続し
て検討を行う。

①②については、発生金額の把握は可能
となり、決算書などへの記載については今
後も継続して検討を行う。
③については、会計課発行の「出納事務マ
ニュアル」にて事後調定の例として延滞金
が明記されているため、事後調定の要件を
満たしていることを確認した。

△ 財政部 納税課 3258 501

28　意見
【死亡者課税】
「共有・死亡者課税及びそれに係る滞納処分」につ
いての検討会に基づく検討結果を整理し、速やか
に、賦課変更などを実行することが望ましい。また、
死亡者課税の賦課変更などについての要綱、マ
ニュアルも、できるだけ早期に、整備をすることが望
ましい。

課税事務については、平成28年度から「納
税課からの依頼による賦課替えマニュア
ル」を作成し、速やかに対応できる体制を
整えた。平成28年度から継続的に現に所
有する者への賦課替え、納税承継等を
行っている。
徴収事務については、積極的に死亡者課
税への対応行っているが、納税課のマニュ
アルについては整備中である。

徴収事務については、積極的に死亡者課
税への対応を行っており、今年度「納税義
務の承継に関する事務処理手順」を作成し
た。
課税事務については、平成28年度から「納
税課からの依頼による賦課替えマニュア
ル」を作成し、速やかに対応できる体制を
整えた。平成28年度から継続的に現に所
有する者への賦課替え、納税承継等を
行っている。

〇 財政部
納税課

資産税課
3261
3231

501

32　意見
【税務情報の共有】
税務情報を含む個人情報の取得及び目的外利用
について滞納者の同意を取得しているのであれ
ば、納税課は、非強制徴収公債権の担当者又は私
債権の担当課（担当係・担当者）に対し、税務情報
（国税徴収法に基づく調査の結果、把握している資
産情報や滞納情報を含む。）を提供することが望ま
しい。

まずは強制徴収公債権での情報共有を実
施し、非強制徴収公債権、私債権に拡大
をする予定で今後も検討を継続する。

平成30年度に個人情報保護審議会への
諮問・答申を行い、強制徴収公債権間に
おいては滞納処分の執行停止情報につい
て情報共有可となった。非強制徴収公債
権及び私債権への本人同意の上の共有に
ついては今後も継続して検討を行う。

△ 財政部 納税課 3258 502

33　意見
【戸籍情報の共有】
戸籍を取得して、相続人調査を実施した場合、それ
ぞれの課に、情報提供することが望ましい。

相続人情報の一部については、すでにシ
ステム上で情報共有できているが、すべて
の情報が共有されているわけではないの
で、引続き方法について検討する。

すべての情報が共有できるよう、来年度新
設される「税事務推進課」において、調査
対象者の情報を集約し、税部門で情報共
有できる体制を検討する。

△ 財政部
納税課、資産
税課、市民税

課

3261
3231
3214

502

令和元年度末時点の措置状況　（既に措置済みのものも含む）

措置済 検討中 未実施決定済 合計

303 53 15 371



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第６章　岐阜市債権管理調整会議　

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

353　指摘
【督促手数料及び延滞金の徴収状況の検証】
本債権と同様に、それに付随する督促手数料及び
延滞金の徴収実績を確認すべく、担当課よりデータ
を集積し、その上で、担当課において、督促手数料
及び延滞金徴収事務が適正になされているかを確
認すべきである。

債権の種類によって管理を行っているシス
テムが異なるため、集約の可否及び、集約
方法について調査を行い、引き続き検討を
行う。

債権の種類によって管理を行っているシス
テムが異なるため、集約の可否及び、集約
方法について調査を行い、実施に向けて
今後も継続して検討を行う。

△ 財政部
税制課
納税課

3208
3258

545

終章　課題と提言

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

364　指摘
【督促手数料及び延滞金、違約金（遅延損害金）の
取扱い（全庁的な運用）―調定】
督促手数料及び延滞金については、一律、事後調
定するのではなく、原則どおり調定することができる
ようになった時点で、調定すべきである。調定が可
能な状況であるにもかかわらず、入金に至るまで調
定をしないという事務を継続するのであれば、合理
的な理由が必要である。少なくとも、岐阜市会計規
則第33条の何号に該当するかを検討し、その結果
を決裁資料に載せるなどして、事務の適正を担保
すべきである。

督促手数料・延滞金を徴収している他課も
含めて事後調定の要件について整理を行
う。また、金額の把握及び決算書への注記
については、各債権を管理しているシステ
ムが異なるため、集計の可否を含めて今後
も継続して検討を行う。

延滞金については、会計課発行の「出納
事務マニュアル」にて事後調定の例として
延滞金が明記されているため、事後調定の
要件を満たしていることを確認した。督促
手数料については今年度の条例改正によ
り令和3年度廃止することとした。

〇 財政部
岐阜市

（税制課）
3208 547

365　指摘
【督促手数料及び延滞金、違約金（遅延損害金）の
取扱い（全庁的な運用）―データの公表】
透明性の観点（岐阜市住民自治基本条例第５条、
第６条、第８条第１項、同条第２項等参照）からも、
少なくとも、毎年度、発生した督促手数料及び延滞
金、違約金の金額、徴収状況のデータ等を集積し
た上、資料として作成し、市民に公表すべきであ
る。

債権の種類によって管理を行っているシス
テムが異なるため、集約の可否及び、集約
方法について調査を行い、実施に向けて
今後も継続して検討を行う。

債権の種類によって管理を行っているシス
テムが異なるため、集約の可否及び、集約
方法について調査を行い、実施に向けて
今後も継続して検討を行う。

△ 財政部
岐阜市

（税制課）
3208 547

366　意見
【督促手数料及び延滞金、違約金（遅延損害金）の
取扱い（全庁的な運用）―私債権の遅延損害金】
公債権との均衡、納期限までに納付する市民との
公平の観点から、納期限遅れで督促状を発付して
も納付をしない場合には、遅延損害金の徴収をす
ることを検討することが望ましい。

他都市の遅延損害金の徴収状況について
の調査結果と、各債権の滞納整理方法を
踏まえ、徴収すべきかどうかについて継続
して検討を行う。

他都市の遅延損害金の徴収状況について
調査を実施し、徴収すべきかどうかについ
て継続して検討を行う。

△ 財政部
岐阜市

（税制課）
3208 547

369　意見
【債務者情報の取得・共有化（全庁的な運用）】
個人情報の取得を可能とすべく、同意による個人情
報の取得を積極的に活用することであるとか、ある
いは、債権管理条例において個人情報取得条項
（地方税法第22条に規定する税務情報を除く。）を
設けることなどの手法を検討することが望ましい。可
児市における債権管理条例が参考になると思われ
る。

市税　滞納整理　意見　32と同様

まずは強制徴収公債権での情報共有を実
施し、非強制徴収公債権、私債権に拡大
をする予定で今後も検討を継続する。

平成30年度に個人情報保護審議会への
諮問・答申を行い、強制徴収公債権間に
おいては滞納処分の執行停止情報につい
て情報共有可となった。非強制徴収公債
権及び私債権への本人同意の上の共有に
ついては今後も継続して検討を行う。

△ 財政部
岐阜市

（税制課）
3258 548



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

178　指摘
【行政不服申立の教示－督促】
督促状において、行政不服申立ての対象が、施設
使用料に限られることを明示して、教示文を明記す
べきである。

督促状による督促と合わせて他部署の状
況も踏まえて検討していく。

令和2年3月より、施設使用料等の未納の
業者に督促状を送付するとともに、施設使
用料について不服申し立てができる旨の
教示文を明記した。

○ 農林部 中央卸売市場 271-1341 521

181　意見
【保証金の充当】
明確性の見地からも、保証金の充当時期を、業務
条例上明らかにすることが望ましい（敷金に関する
岐阜市営住宅管理条例第11条参照）。

他部署の状況を参考にしつつ、保証金の
充当時期の明記について検討していく。

他部署の状況を参考にしつつ、保証金の
充当時期の明記について検討している。

△ 農林部 中央卸売市場 271-1341 521

183　指摘
【督促状による督促】
納期限後20日以内に、督促状により、督促をすべき
である。

督促手数料の請求（教示文の明記を含む）
と合わせて他部署の状況も踏まえて検討し
ていく。

令和2年3月より、施設使用料等の未納の
業者に対し、(納期限後20日以内に)督促
状を送付することとした。

○ 農林部 中央卸売市場 271-1341 522

184　指摘
【督促手数料及び延滞金】
督促手数料及び延滞金を請求すべきである。

債権管理調整会議での議論も注視し、他
部署の状況も踏まえて検討していく。

督促手数料については、令和2年3月議会
で条例改正を行い、令和3年度から全庁的
に廃止することになった。また、延滞金につ
いては、他部署の状況も踏まえて検討して
いる。

△ 農林部 中央卸売市場 271-1341 522

189　指摘
【使用料の減免】
業者の経営状況を具体的に検証したうえ、真に必
要な減免額を算出し、その検証を毎年行った上で、
必要な場合に限り減免決定を行うべきである。

業者の経営状況については、平成29年度
末で2,273万円の繰越欠損金を計上してお
り、倒産の可能性が高く資本も保全されて
いない状況であるため、引き続き冷蔵庫使
用料の減免を継続していく。

市場機能を維持するために必要不可欠な
冷蔵庫棟を安定的に供給するため、冷蔵
庫使用料の減免を継続していくこととした。

× 農林部 中央卸売市場 271-1341 522

第９　中央卸売市場（電気料・水道使用料）

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

287　指摘
【消滅時効と不納欠損処分】
決裁文書「中央卸売市場の債権に対する対応」を
岐阜市中央卸売市場事業の財務に関する特例を
定める規則に沿うよう改正するとともに、消滅時効と
の関係では、債権放棄した債権、時効の援用により
時効消滅した債権について不納欠損処分すべきで
ある。

債権放棄を行った後に不納欠損処分を行
うことについては、債権管理調整会議等で
関係部署（私債権所管課）と検討をしてい
く。
その後、必要に応じて、決裁文書「中央卸
売市場の債権に対する対応」を改正する。

他の企業会計の状況を確認し、決裁文書
「中央卸売市場の債権に対する対応」につ
いて見直し、不納欠損処分を行っていく。

△ 農林部 中央卸売市場 271-1341 535



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

58　意見
【納付誓約書の記載事項】
納付誓約書に、税務情報を含む滞納者情報の取
得・目的外利用についての同意条項を入れることが
望ましい。

税務情報を含む滞納者情報の取得につい
て、総務省の見解を踏まえつつ、今後も継
続して検討していく。

平成25年3月の岐阜市個人情報保護審議
会にて、収納率を向上させることを目的とし
て、税制課が保有する個人情報を利用目
的以外の利用することについて諮問し、こ
れを適当なものとして認められた。
そのため、改めて納付誓約書に同意条項
を入れることは、不要であると判断した。

〇 市民生活部 国保・年金課 2269 505

59　指摘
【督促手数料】
督促手数料の調定を事後調定とするのであれば、
①発生している督促手数料の金額を把握すべきで
ある。②発生している督促手数料を決算書の注記
などで表示すべきである。③事後調定の要件を満
たしていることを確認すべきである。

督促手数料を徴収している他課も含めて
事後調定の要件について整理を行う。ま
た、金額の把握及び決算書への注記につ
いては、各債権を管理しているシステムが
異なるため、集計の可否を含めて今後も継
続して検討を行う。

①発生金額の把握は可能である。
②決算書へ記載については、庁内の債権
管理調整会議にて、協議する。
③督促手数料は、令和3年4月から廃止す
ることになった。

△ 市民生活部 国保・年金課 2269 505

60　指摘
【延滞金】
延滞金の調定を事後調定とするのであれば、①発
生している延滞金の金額を把握すべきである。②発
生している延滞金を決算書の注記などで表示すべ
きである。③事後調定の要件を満たしていることを
確認すべきである。

延滞金を徴収している他課も含めて事後
調定の要件について整理を行う。また、金
額の把握及び決算書への注記について
は、各債権を管理しているシステムが異な
るため、集計の可否を含めて今後も継続し
て検討を行う。

①発生金額の把握は可能である。
②決算書へ記載については、庁内の債権
管理調整会議にて、協議する。
③延滞金は、納期限の翌日から納付の日
までの期間に応じて算出するため、保険料
を完納して初めて延滞金が確定する。
このような性質から、事後調定の要件を満
たすものである。

△ 市民生活部 国保・年金課 2269 505

62　指摘
【滞納処分】
滞納処分については、今後も、預金債権のほか、給
与債権や売掛金債権なども、積極的に、実施すべ
きである。特に、給与債権や売掛金債権について、
第三債務者が、調査に回答しない場合、滞納処分
を実施すべきである。また、滞納処分を実施しても、
第三債務者からの支払がない場合は、取立訴訟に
ついても、実施を検討すべきである。

滞納処分については、換価が容易なもの
から着手しているが、現体制においては完
納に繋がりやすい給与についても差押えを
行うこととしている。第三債務者の回答につ
いては、できる限り協力が得られるよう、丁
寧な説明を心掛けている。支払いがない場
合には取立訴訟についても今後も継続し
て検討が必要と考えている。

滞納処分については、預金債権や生命保
険債権の換価が容易なものから着手してい
る。
また、給与債権についても差押えを行って
いる。
なお、第三債務者については、できる限り
協力が得られるよう、丁寧な説明を心掛け
ている。
また、事例によっては、取立訴訟を行う予
定である。

〇 市民生活部 国保・年金課 2269 505

63　指摘
【相続人に対する請求】
単身世帯や滞納金額が大きい事案など一定の基準
を設けた上で、戸籍調査等を行い、相続人にも、滞
納している国民健康保険料を請求すべきである。

死亡した単身者等の案件に着手するように
検討していく。

滞納額が一定金額を超える事案につい
て、戸籍調査等を行い、相続人に保険料
を請求している。
今年度、100万円を超える事案について、
相続人に保険料を請求した。

〇 市民生活部 国保・年金課 2269 506

第９　国保資格喪失後受診返還金

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

193　指摘
【督促手数料及び延滞金】
督促手数料及び延滞金を徴収すべきである。

督促手数料及び延滞金の徴収について
は、徴収方法等について全庁的に対応す
る必要があるため、検討中である。

既に、徴収を実施している部における実施
方法を参考に、課題を精査し、徴収に向け
て取り組む。

△ 市民生活部 国保・年金課 2264 523

200　意見
【他の債権担当課との連携による法的手続対応】
滞納者に対して、岐阜市が、他に非強制徴収公債
権や私債権を有しており、その合計額が少なくない
場合（納税課における滞納処分の基準額となる５万
円が目安になると思われる。）は、他の非強制徴収
公債権や私債権の担当部門と連携して、訴訟や強
制執行等の法的措置を検討することが望ましい。そ
のためには、滞納者に対する納付誓約書に、税務
情報等の情報を目的外利用することの同意条項を
入れるなどして、岐阜市役所内で、滞納者の情報を
共有することができる状態としておくことが望ましい。

全庁的な債権情報の共有について検討中
である。

債権者情報の共有化について、強制徴収
公債権については、平成30年度の個人情
報保護審議会において、情報の共有が認
められた。
一方、国保資格喪失後受診の返還金につ
いては、私債権に該当することから、今後、
全庁的に滞納者の情報共有を行う環境整
備について、関係各課と連携を取りながら
対応を検討する。

△ 市民生活部 国保・年金課 2264 524

第15の１　第三者行為求償金（国保・年金課）

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

318　意見
【訴訟、強制執行のための情報共有】
滞納者に対して、岐阜市が、他に非強制徴収公債
権や私債権を有しており、その合計額が少なくない
場合は、他の非強制徴収公債権や私債権の担当
部門と連携して、訴訟や強制執行等の法的措置を
検討することが望ましい。そのためには、滞納者に
対する納付誓約書に、税務情報等の情報を目的外
利用することの同意条項を入れるなどして、岐阜市
役所内で、滞納者の情報を共有することができる状
態としておくことが望ましい。

全庁的な債権情報の共有について検討中
である。

債権者情報の共有化について、強制徴収
公債権については、平成30年度の個人情
報保護審議会において、情報の共有が認
められた。
一方、第三者行為求償金については、私
債権に該当することから、今後、全庁的に
滞納者の情報共有を行う環境整備につい
て、関係各課と連携を取りながら対応を検
討する。

△ 市民生活部 国保・年金課 2264 539



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第７　介護保険料

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

70　意見
【保険料の賦課－世帯主】
「主として生計を維持する者」と、住民登録上の「世
帯主」と異なる場合には、「世帯変更届」の提出を指
導し、それに従わない場合は、「主として生計を維
持する者」について介護保険法第132条第２項の
「世帯主」と認定して、連帯納付義務を賦課すること
が望ましい。

中核市調査では、ほとんどの市が未実施で
ある。世帯主への賦課も必要ではあるもの
の、現状として、まずは滞納者への納付指
導により重点を置く必要があることから、措
置を講じないことを含め検討中である。

「主として生計を維持する者」は介護保険
法だけで対応できる内容と考えてよいもの
か検討中である。なお、現状として、まずは
滞納者への納付指導により重点を置く必要
があることから、措置を講じないことについ
ても検討中である。

△ 福祉部 介護保険課 2458 507

73　意見
【納付誓約書の記載事項】
納付誓約書には、誓約に違反した場合の滞納処分
について異議を申し立てない旨の条項を入れること
が望ましい。

中核市調査では、記載している市が過半
数あり、今後、法的に問題がない内容で文
面を見直し予定である。

他市及び他課の納付誓約書を参考に、誓
約者の確認事項欄に滞納処分に関する
チェック項目を設けた納付誓約書を作成し
た。

〇 福祉部 介護保険課 2458 507

74　意見
【納付誓約書の記載事項】
納付誓約書に、税務情報を含む滞納者情報の取
得や目的外利用についての同意条項を入れること
が望ましい。

中核市調査では、ほとんどの市が未記載で
ある。法的に問題がないかを含め検討中で
ある。

他課との調整により同意書を別にすること
を含めて再度調整している。

△ 福祉部 介護保険課 2458 507

75　指摘
【督促手数料】
督促手数料の調定を事後調定とするのであれば、
①発生している督促手数料の金額を把握すべきで
ある。②発生している督促手数料を決算書に注記
などで表示すべきである。③事後調定の要件を満
たしていることを決裁書類上、確認すべきである。

中核市へ再度照会を行ったが、事前調定
を行っている市はほとんどない。なお、全
庁的な課題であるため、他課と足並みを揃
えて対応を検討しており、市の債権管理調
整会議へ本件を課題として提出している。

①システム事業者との協議では、介護保険
システム上、督促手数料の金額把握は正
式に困難であるとの回答を得た。
②発生した督促手数料の金額を決算書に
記載することが困難なため、その状況を含
めて債権管理調整会議において協議す
る。
③督促手数料は、令和3年4月から廃止す
る予定である。

△ 福祉部 介護保険課 2458 507

76　指摘
【延滞金】
延滞金の調定を事後調定とするのであれば、①発
生している延滞金の金額を把握すべきである。②発
生している延滞金を決算書に注記などで表示すべ
きである。③事後調定の要件を満たしていることを
決裁書類上、確認すべきである。

中核市へ再度照会を行ったが、事前調定
を行っている市は極わずかである。なお、
全庁的な課題であるため、他課と足並みを
揃えて対応を検討しており、市の債権管理
調整会議へ本件を課題として提出してい
る。

①②介護保険システム上、延滞金の金額
把握が困難なため、決算書などへの記載
について今後も継続して検討を行う。
③会計課発行の「出納事務マニュアル」に
て事後調定の例として延滞金が明記されて
いるため、事後調定の要件を満たしている
ことを確認した。

△ 福祉部 介護保険課 2458 508

77　指摘
【税務情報の共有】
各強制徴収公債権の担当課の間において、滞納者
の税務情報を共有すべきである。

中核市調査では実施している市が少数で
ある。なお、全庁的な課題であるため、他
課と足並みを揃えて対応を検討する。部内
他課とは税務担当課から受けた情報を共
有して実務にあたっている。

平成30年度に納税課より個人情報保護審
議会への諮問・答申を行い、強制徴収公
債権間においては滞納整理の執行停止情
報について情報共有可能になった。

〇 福祉部 介護保険課 2458 508

79　指摘
【国税徴収法による調査情報】
国税徴収法第141条等の調査に基づいて取得した
調査情報は、強制徴収公債権担当者以外の者が
閲覧できないようにするよう取り決めをするか、経過
記録とは別の書式で管理すべきである。

今後、国税徴収法第141条等の調査に基
づいて取得した調査情報を管理する場
合、通常の相談・滞納折衝を入力する記録
欄とは別に、システム内で入力・閲覧を制
限できる記録欄に登録し管理する事を予
定している。

国税徴収法第141条等の調査に基づいて
取得した調査情報は、経過記録とは別の
書式（紙媒体を予定）で管理し、担当者以
外閲覧できないようにした。

〇 福祉部 介護保険課 2458 508

80　指摘
【滞納処分】
滞納者のうち、納付誓約書を提出しない者など悪質
な者については、積極的に、滞納処分を実施すべ
きである。

全課体制で臨戸催告を実施している。今
後も臨戸催告等を実施する中で、滞納者
に接触し、滞納理由等、実態を把握した上
で、対応を検討する。

全課体制で実施する臨戸訪問は、昨年度
より実施件数を増やして催告等を行った。
今後も臨戸催告等を実施する中で、滞納
者に接触し、滞納理由等、実態を把握した
上で、対応を検討する。

△ 福祉部 介護保険課 2458 508

81　指摘
【連帯納付義務者に対する請求】
滞納処分などにより被保険者から保険料を徴収で
きないのであれば、連帯納付義務者である世帯主
及び配偶者に対して、滞納処分を実施すべきであ
る。

中核市調査では、ほとんどの市が未実施で
ある。連帯納付義務者に対する請求も必要
ではあるものの、現状として、まずは滞納者
への納付指導に、より重点を置く必要があ
ることから、措置を講じないことを含め検討
中である。

連帯納付義務者に対する請求も必要では
あるものの、現状として、まずは滞納者への
納付指導に、より重点を置く必要があること
から、措置を講じないことを含め検討中で
ある。

△ 福祉部 介護保険課
2458

508

82　指摘
【相続人に対する請求】
滞納額が高額な案件から、相続人に対して、滞納
処分を実施すべきである。

中核市調査では、ほとんどの市が未実施で
ある。高額滞納者への臨戸催告に重点を
置くことから当面始める予定である。なお、
全庁的な課題であるため、他課と足並みを
揃えて対応を検討する。

最近65歳に到達した滞納者のほか複数年
度にわたる高額滞納者を中心に臨戸催告
を実施した。なお、全庁的な課題であるた
め、他課と足並みを揃えて対応を検討す
る。

△ 福祉部 介護保険課 2458 508

83　指摘
【消滅時効の管理】
漫然と、消滅時効にかけないよう、滞納金額が大き
い事案など一定の基準を設けた上で、実態調査等
を行い、滞納処分を実施するのか、徴収緩和措置
を取るのか、方針を適切に決定すべきである。

全課体制で臨戸催告を実施している。今
後も臨戸催告等を実施する中で、滞納者
に接触し、滞納理由等、実態を把握した上
で、対応を検討する。

全課体制で実施する臨戸訪問は、昨年度
より実施件数を増やして催告等を行った。
今後も臨戸訪問等を実施する中で、滞納
者に接触し、滞納理由等、実態を把握した
上で、対応を検討する。

△ 福祉部 介護保険課 2458 508



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第８　後期高齢者医療保険料

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

91　指摘
【督促手数料】
督促手数料の調定を事後調定とするのであれば、
①発生している督促手数料の金額を把握すべきで
ある。②発生している督促手数料を決算書に注記
などで表示すべきである。③事後調定の要件を満
たしていることを確認すべきである。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

後期高齢システム内に集計機能はなく、令
和３年度督促手数料の廃止を含め、全庁
的な課題であり、他課と足並みを揃えて対
応するために債権管理調整会議において
検討する。

△ 福祉部 福祉医療課 2136 510

92　指摘
【延滞金】
延滞金の調定を事後調定とするのであれば、①発
生している延滞金の金額を把握すべきである。②発
生している延滞金を決算書の注記などで表示すべ
きである。③事後調定の要件を満たしていることを
確認すべきである。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

後期高齢システム内に集計機能はないた
め、全庁的な課題であり、他課と足並みを
揃えて対応するために債権管理調整会議
において検討する。

△ 福祉部 福祉医療課 2136 510

93　意見
【コンビニ収納】
納付義務者の利便性などを考慮して、コンビニ収納
の導入についても、検討することが望ましい。

コンビニ収納の導入による費用対効果、他
団体の財源確保に市費追加の是非、他都
市の事例等を研究し検討を行った。

コンビニ収納の導入による費用対効果、他
団体の財源確保に市費追加の是非、他都
市の事例等を研究し検討を行った結果、
令和３年度導入に向け準備する。

△ 福祉部 福祉医療課 2136 510

94　指摘
【税務情報の共有】
各強制徴収公債権の担当課の間において、滞納者
の税務情報を共有すべきである。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

平成30年度に納税課より個人情報保護審
議会への諮問・答申を行い、強制徴収公
債権間においては滞納整理の執行停止情
報について情報共有可能になった。

〇 福祉部 福祉医療課 2136 510

97　指摘
【国税徴収法による調査情報】
福祉医療課は、納税課より、滞納者の税務情報を
取得すべきである。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

平成30年度に納税課より個人情報保護審
議会への諮問・答申を行い、強制徴収公
債権間においては滞納整理の執行停止情
報について情報共有可能になった。

〇 福祉部 福祉医療課 2136 510

98　指摘
【滞納処分】
不動産を持っている事案など、滞納処分が可能な
案件がないか検討すべきである。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

△ 福祉部 福祉医療課 2136 510

99　指摘
【連帯納付義務者に対する請求】
連帯納付義務者である世帯主や配偶者に対して、
納入の通知や督促、滞納処分などを実施すべきで
ある。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

△ 福祉部 福祉医療課 2136 511

100　指摘
【相続人に対する請求】
費用対効果の見合わない少額滞納者以外は、相続
人調査を実施して、相続人に対する納入の通知や
督促、催告のほか、滞納処分を実施すべきである。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

△ 福祉部 福祉医療課 2136 511

101　指摘
【消滅時効の管理】
漫然と、消滅時効にかけないよう、滞納金額が大き
い事案など一定の基準を設けた上で、実態調査等
を行い、滞納処分を実施するのか、徴収緩和措置
を取るのか、方針を適切に決定すべきである。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

全庁的な課題であり、他都市の事例を研究
し、他課と足並みを揃えて対応するために
債権管理調整会議において検討する。

△ 福祉部 福祉医療課 2136 511



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第13　不正利得返還金（介護保険課）

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

121　意見
【納付相談記録】
納付相談記録の書式（添付資料を求める形など）を
作成して、用いることが望ましい。

相談記録様式の作成案を取りまとめてい
る。

納付相談記録様式を作成した。 〇 福祉部 介護保険課 2461 513

122　意見
【分納誓約書の記載事項】
分納誓約書には、誓約に違反した場合の滞納処分
について異議を申し立てない旨の条項を入れること
が望ましい。

法的に問題がない内容で記載できるよう、
他課の状況を確認して検討している。

条項を入れた分納誓約書を作成した。 〇 福祉部 介護保険課 2461 513

123　意見
【分納誓約書の記載事項】
分納誓約書に、税務情報を含む滞納者情報の取
得や目的外利用についての同意条項を入れること
が望ましい。

法的に問題がない内容で記載できるよう、
他課の状況を確認して検討している。

条項を入れた分納誓約書を作成した。 〇 福祉部 介護保険課 2461 514

127　指摘
【税務情報の共有】
各強制徴収公債権の担当課の間において、滞納者
の税務情報を共有すべきである。

全庁的な課題になるため、他課と足並みを
そろえて検討する。

現時点では、事案が発生していない。具体
的な手続きについて、確認・検討中であ
る。

△ 福祉部 介護保険課 2461 514

第10　福祉医療費助成返還金

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

204　指摘
【履行延期の処分】
岐阜市債権取扱規則で定められた記載事項を記
載した書面を作成すべきである。

全庁的な課題でもあり、他都市の事例を研
究したり、庁内や庁外にて実施の関係のあ
る研修会等に参加し、関係各課と足並みを
揃えて対応を検討する。

全庁的な課題でもあり、他都市の事例を研
究したり、庁内や庁外にて実施の関係のあ
る研修会等に参加し、関係各課と足並みを
揃えて対応を検討する。

△ 福祉部 福祉医療課 2139 524

205　指摘
【履行延期の処分】
担保を提供させ、延納利息を付すべきである。仮に
岐阜市債権取扱規則で定める除外理由が存在す
るのであれば、その事実及び認定根拠を明記した
決裁手続を行うべきである。

全庁的な課題でもあり、他都市の事例を研
究したり、庁内や庁外にて実施の関係のあ
る研修会等に参加し、関係各課と足並みを
揃えて対応を検討する。

全庁的な課題でもあり、他都市の事例を研
究したり、庁内や庁外にて実施の関係のあ
る研修会等に参加し、関係各課と足並みを
揃えて対応を検討する。

△ 福祉部 福祉医療課 2139 525

208　意見
【他の債権担当課との連携による法的手続対応】
滞納者に対して、岐阜市が、他に非強制徴収公債
権や私債権を有しており、その合計額が少なくない
場合（納税課における滞納処分の基準額となる５万
円が目安になると思われる。）は、他の非強制徴収
公債権や私債権の担当部門と連携して、訴訟や強
制執行等の法的措置を検討することが望ましい。そ
のためには、滞納者に対する納付誓約書に、税務
情報等の情報を目的外利用することの同意条項を
入れるなどして、岐阜市役所内で、滞納者の情報を
共有することができる状態としておくことが望ましい。

滞納者に対する納付誓約書について、税
務情報等の情報に関する利用同意の条項
が組み込まれた様式を整備した。しかし、
全庁的に滞納者の情報共有を行うことが可
能にする環境整備については、全庁的な
課題になるため、庁内や庁外にて実施の
関係のある研修会等に参加し、関係各課と
足並みを揃えて対応を検討する。

滞納者に対する納付誓約書について、税
務情報等の情報に関する利用同意の条項
が組み込まれた様式を整備した。しかし、
全庁的に滞納者の情報共有を行うことが可
能にする環境整備については、全庁的な
課題になるため、庁内や庁外にて実施の
関係のある研修会等に参加し、関係各課と
足並みを揃えて対応を検討する。

△ 福祉部 福祉医療課 2139 525

210　指摘
【督促手数料及び延滞金】
督促手数料及び延滞金を請求すべきである。

全庁的な課題でもあり、他都市の事例を研
究したり、庁内や庁外にて実施の関係のあ
る研修会等に参加し、関係各課と足並みを
揃えて対応を検討する。

督促手数料は、令和3年4月1日から廃止と
いう全庁的な課題解決が整った。しかし、
延滞金については、依然、全庁的な課題
であり、他都市の事例を研究したり、庁内
や庁外にて実施の関係のある研修会等に
参加し、関係各課と足並みを揃えて対応を
検討する。

△ 福祉部 福祉医療課 2139 525



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第15の２　第三者行為求償金（介護保険課）

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

322　指摘
【国保連との協議】
交渉経過や回収予定額等を含めて、送金通知前
に、国民健康保険団体連合会に確認し、示談成立
時点での介護給付額を基準とした求償額と、症状
固定時点での介護給付額を基準とした求償額との
差額を把握すべきである。

県内において、差額を把握している市町村
がないことを国保連に確認済である。な
お、不明な点はその都度国民健康保険団
体連合会に問い合わせをしているものの、
今後も引き続き検討する。

病状固定時点での基準としている場合は、
レセプトの確認及び国保連への確認を行
い、示談成立時点との差額を把握すること
とした。

〇 福祉部 介護保険課 2453 540

324　意見
【国保連との協議】
第三者行為求償債権の回収金額について、加害
者保険会社と最終的に示談する前に、協議をする
ことができる規約にするよう、岐阜県国民健康保険
団体連合会と交渉することが望ましい。

本市のみで実施できる内容ではなく、今後
も国保連と検討する。なお、市の主張や意
向は、国保連を通じて随時保険会社に連
絡され、回答もいただいている。

県内において、国保連と協議できる体制を
構築している市町村がないことを国保連に
確認済である。国保連が示談に介入して示
談の内容が覆ることは困難ではあるが、示
談後に再交渉を行うことは可能であるた
め、国保連とともに対応を行う。

△ 福祉部 介護保険課 2453 540

325　指摘
【国税徴収法による調査情報】
今後、加害者と直接交渉する事例に備えて、加害
者が被保険者である場合は、調査結果について
は、課内で取り決めをして、強制徴収公債権の担当
者しか見ることができないようにするか、私債権（第
三者行為求償事務）の滞納者から、国税徴収法に
基づく調査結果を含む税務情報等の目的外利用
等について、同意書を徴求するよう、同意書の書式
を整えるべきである。

国税徴収法による調査情報は取得してお
らず、滞納者もいないため現時点では問題
は発生していない。
同意書の書式について、法的に問題がな
い内容で記載できるよう、他課の状況を確
認して検討している。

国税徴収法による調査情報は取得してお
らず、滞納者もいないため現時点では問題
は発生していない。
今後の滞納者については納付誓約書（債
務承認書）において、税情報の調査につい
ての同意を得ることとした。

〇 福祉部 介護保険課 2453 541

第15の３　第三者行為求償金（福祉医療課）

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

333　意見
【訴訟、強制執行のための情報共有】
滞納者に対して、岐阜市が、他に非強制徴収公債
権や私債権を有しており、その合計額が少なくない
場合は、他の非強制徴収公債権や私債権の担当
部門と連携して、訴訟や強制執行等の法的措置を
検討することが望ましい。そのためには、滞納者に
対する納付誓約書に、税務情報等の情報を目的外
利用することの同意条項を入れるなどして、岐阜市
役所内で、滞納者の情報を共有することができる状
態としておくことが望ましい。

滞納者に対する納付誓約書について、税
務情報等の情報に関する利用同意の条項
が組み込まれた様式は整備した。しかし、
全庁的に滞納者の情報共有を行うことが可
能にする環境整備については、全庁的な
課題になるため、庁内や庁外にて実施の
関係のある研修会等に参加し、関係各課と
足並みを揃えて対応を検討する。

滞納者に対する納付誓約書について、税
務情報等の情報に関する利用同意の条項
が組み込まれた様式は整備した。しかし、
全庁的に滞納者の情報共有を行うことが可
能にする環境整備については、全庁的な
課題になるため、庁内や庁外にて実施の
関係のある研修会等に参加し、関係各課と
足並みを揃えて対応を検討する。

△ 福祉部 福祉医療課 2139 542

第20　成年後見手数料事務処理費用（高齢福祉課）

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

345　意見
【徴収停止】
回収措置の結果如何では、徴収停止手続をとること
を検討することが望ましい。

時効を迎える平成32年度に不納欠損処理
を行う。

回収措置の手続きは継続実施していくが、
回収ができない場合は時効を迎える令和2
年度に不納欠損処理を行う。

△ 福祉部 高齢福祉課 2134 544



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第３　利用者負担額（保育料）

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

42　意見
【延長保育の制限】
利用者負担額の滞納者に対しては、延長保育の利
用制限を検討することが望ましい。

滞納者に対する延長保育の利用制限をす
ることについて課題を整理したうえでその
是非について検討していく。

利用者負担額の滞納を理由とした入所制
限はできないこととされているが、延長保育
については、そのような規定がないため、
利用者負担額の滞納者に対する延長保育
の利用制限をすることについて課題を整理
したうえでその是非について検討していく。

△ 子ども未来部 子ども保育課 2216 503

47　意見
【連帯保証人の徴求】
滞納が生じている債務者については、納付相談の
際などに、滞納額の支払について連帯保証人を求
めることが望ましい。

保育料について連帯保証人を求めることに
ついての課題を整理した上でその是非に
ついて検討していく。

平成29年に民法が改正され、令和2年4月1
日に完全施行されることに伴い、連帯保証
人制度に対する考え方が大きく変わること
から、滞納額の支払について連帯保証人
を求めることはしないこととするが、滞納者
に対しては、令和元年度より児童手当から
の滞納金の徴収の申出の受付を開始して
おり、今後も滞納金の縮小に努めていく。

× 子ども未来部 子ども保育課 2216 503

第４　児童扶養手当返還金・子ども手当返還金・児童手当返還金

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

156　指摘
【督促状による督促】
督促は、督促状を発付することにより行うべきであ
る。

督促手数料及び延滞金については、他市
の状況や他の部署を参考に今後も引き続
き督促事務の方法等を調査・研究してい
く。

督促手数料や延滞金については、今後も
引き続き他市の状況や他の部署の債権を
参考に調査・研究を行っていく。

△ 子ども未来部 子ども支援課 2204 518

157　指摘
【督促手数料及び延滞金】
督促手数料及び延滞金を請求すべきである。

督促手数料及び延滞金については、他市
の状況や他の部署を参考に今後も引き続
き督促事務の方法等を調査・研究してい
く。

督促手数料は令和3年4月1日から全庁的
に廃止とする方向である。
延滞金については、今後も引き続き他市の
状況や他の部署の債権を参考に調査・研
究を行っていく。

△ 子ども未来部 子ども支援課 2204 518

159　指摘
【法的手続による請求】
例外事由の有無を判断するため、債務者、相続人
の所在、生活状態、資産状況等を調査・確認して、
その結果を記録しておくとともに、その結果、例外事
由が認められるのであれば、その事実及び認定根
拠を明記した決裁手続を行うべきである。他方、例
外事由が認められないのであれば、法的手続によ
る請求をすべきである。

債務者等の生活状態、資産状況等の調
査・確認方法などについて、他市や庁内関
係部署を参考に引き続き調査・研究を行っ
ていく。

債務者等の生活状態、資産状況等の調
査・確認方法などについて、他市や庁内関
係部署を参考に引き続き調査・研究を行っ
ていく。

△ 子ども未来部 子ども支援課 2204 519

163　意見
【履行期限の繰上げ】
支払いが滞った場合、履行期限の繰り上げを行うこ
とを債務者に通知し、実行を検討することが望まし
い。

支払いが滞りがちな世帯は、返済能力に
乏しい世帯が多いことから、履行期限の繰
り上げについては慎重に判断する。

支払いが滞りがちな世帯は、返済能力に
乏しい世帯が多いことから、履行期限の繰
り上げについては慎重に判断する。

△ 子ども未来部 子ども支援課 2204 519

164　指摘
【不納欠損と消滅時効の管理】
時効管理を適切に行うための明確な規定を作成
し、可能な限りの時効中断措置を講じるべきであ
る。債権回収に向けた措置を講じることが困難な事
情がある場合には、徴収停止措置を講じることを検
討すべきである。

明確な規定の作成や運営方法を検討中で
あり、今後は、他市や庁内関係部署を参考
に進めていく。

明確な規定の作成や運営方法を検討中で
あり、今後は、他市や庁内関係部署を参考
に進めていく。

△ 子ども未来部 子ども支援課 2204 519

第５　母子父子寡婦福祉貸金貸付金

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

249　指摘
【違約金の調定時期】
各月の償還金ごとに、滞納があったときは違約金を
請求し、滞納となった月の償還金が納付された時点
で、違約金の調定を行い、徴収すべきである。

遅延損害金を徴収している他課の状況も
含めて、調定の時期や方法について引き
続き検討を行う。

違約金の請求時期については、課題や方
法を整理し引き続き検討を行う。
調定の時期に関しては、庁内の状況を踏ま
え事後調定を行う。

△ 子ども未来部 子ども支援課 2206 530



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第８　病院医業収益

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

280　指摘
【不納欠損処分の手続】
岐阜市民病院の財務に関する特例を定める規則第
21条に基づき、債権放棄を行ったのちに不納欠損
処分を行うべきである。

債権放棄を行った後に不納欠損処分を行
うことについては、債権管理調整会議と調
整し、関係部署（私債権所管課）と引き続き
検討をしている。

平成31年4月の経営形態の変更（全部適
用）に伴い、新たに規程を制定（当該旧規
則は廃止）し、規則と運用の不整合を解消
した。

○ 市民病院 医事課
251-1101
（4404）

534

281　意見
【補論（健康保険法第74条第２項及び国民健康保
険法第42条第２項）】
催告や督促を実施しても回収できていない診療報
酬、特に、弁護士法人に委託しても回収できていな
い診療報酬は、「善良な管理者と同一の注意をもっ
てその支払をうける こと に努 めた にも かか わら
ず、・・・支払わないとき」に該当するのであるから、
医事課は、保険者（岐阜市等）に対して、滞納処分
を請求することが望ましい。

　善良な管理者と同一の注意（善管注意義
務）をもって被保険者から一部負担金の支
払の受領に努めたこととは、
①月1回以上、電話等での催促をすること
②3ヶ月以内及び6ヶ月経過後に内容証明
郵便で督促状を送付すること
③6ヶ月経過後に少なくとも１回以上被保
険者の自宅を訪問すること

上記①～③の全てを満たし、且つ、それを
証明する必要があり、かなり厳しい条件が
求められている。
　内容証明郵便や自宅への訪問など、そ
れにかかる費用や業務等を考慮すると利
用しづらい制度だと判断する。
　引き続き、職員による督促及び弁護士法
人への回収委託を続け、未収金回収に努
める。

保険者に対して、当該規定による保険者の
滞納処分を請求するには、内容証明郵便
による督促状の送付、被保険者の自宅を
訪問して、本人または家族と面談すること
などが条件として求められている。
現在の弁護士法人への未収金回収委託
業務でもその条件を満たすことは大変難し
く、内容証明郵便費用や自宅訪問の人件
費等も考慮すると利用困難な制度であると
考える。
なお、保険者（岐阜市等）に確認したとこ
ろ、他の医療機関においても滞納処分の
実績はないとのこと。

× 市民病院 医事課
251-1101
（4404）

534

第６　レンタサイクル使用料

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

171　指摘
【督促状による督促】
「レンタサイクル利用料金の未払いについて（通
知）」という文書が、督促状であるならば、督促状で
あることが明確な文書にすべきである。

督促状ではなく、延長利用料支払いの通
知文として発送しているが、今後納税課な
ど関係部署とも調整しながら適正な運用を
図っていく。

「レンタサイクル利用料金の未払いについ
て（通知）」という文書は催告状と整理し、今
後は岐阜市債権取扱規則に基づく様式で
督促状を送付する。

〇 商工観光部
観光コンベン

ション課
6232 520

172　指摘
【督促手数料の徴収】
督促手数料を徴収すべきである。

督促状ではなく、延長利用料支払いの通
知文として発送しているため督促手数料を
徴収していないが、今後納税課など関係
部署とも調整しながら適正な運用を図って
いく。

岐阜市債権管理調整会議（事務局：納税
課）内で、条例改正を行い全庁的に督促
手数料を廃止することが決定したため、徴
収は行わない。

○ 商工観光部
観光コンベン

ション課
6232 520



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第12　下水道事業受益者負担金

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

115　指摘
【滞納処分】
滞納者の財産につき調査をし、徴収可能性がある
場合には、公平の観点から、滞納処分を積極的に
行うべきである。

今年度は、過年度分も含め、滞納者の臨
戸徴収を実施した。滞納者に対する処分
である差押えなどの取り組みについては
継続して検討していく。

・滞納処分については、事前調査を含め相
応の人的体制と経費を要するため、他都市
の対応状況も調査しながら、適正かつ実施
可能な債権管理方針について検討し、で
きるだけ早期にとりまとめる予定。

△
上下水道事業

部
営業課 4032-3212 513

116　意見
【滞納処分】
限られた人員で効率よく債権の管理・徴収を行うた
め、マニュアルを整備することが望ましい。

今年度は、総合的なマニュアルの作成に
向けて既存の催告や臨戸徴収の手順書
の見直しを行った。引き続き、総合的なマ
ニュアルの整備に向けて検討していく。

・他都市の対応状況も調査しながら、（滞納
処分を含む）適正かつ実施可能な債権管
理方針とあわせ、滞納整理の事務処理手
順等について検討し、できるだけ早期にと
りまとめる予定。

△
上下水道事業

部
営業課 4032-3212 513

117　意見
【督促手数料の徴収根拠】
明確性の見地から負担金条例に、督促手数料も含
め、督促に関する規定を設けることが望ましい。
また、書類の送達及び公示送達についても、負担
金条例で定めることが望ましい。

督促手続きの根拠法令は、都市計画法と
市税以外の諸納付金の督促手数料及び
延滞金徴収条例、公示送達の根拠法令
は、地方自治法第２３１条の３第４項であ
る。条例で定めるかどうかは、他都市の状
況等を参考に、継続して、検討していく。

・督促手数料については、債権管理調整
会議を経た全庁方針として、R2年度末で
廃止する予定。
・また、延滞金の公示送達については、負
担金条例の改正を視野に内容を検討して
いく。

△
上下水道事業

部
営業課 4032-3212 513

119　意見
【徴収猶予】
農地の場合にも、具体的な年数など猶予期間を定
めることが望ましい。

岐阜都市計画下水道事業受益者負担に
関する条例施行規程別表２には「農地転用
まで徴収を猶予する」と規定しており、申請
書の徴収猶予申請期間の欄には「農地転
用まで」と記載している。
また、地方税法第１８条の２に時効の中断
及び停止が規定されており、同条第４項の
規定に基づき猶予がされている期間内は、
時効が進行していないと解釈している。
他都市では猶予期間を設定しているところ
があり、その必要性を継続して検討してい
く。

・公営企業経営審議会の答申(H11.8)を受
け、（当面における）農地の徴収猶予期間
は農地転用するまでとしている。
・受益者負担金を取り巻く状況の変化を踏
まえ、今後も期間の設定の必要性について
研究していく。

×
上下水道事業

部
営業課 4032-3212 513

第７　水道料金

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

260　指摘
【岐阜市債権取扱規則の適用】
岐阜市債権取扱規則の適用がないかを検討し、な
いと解釈するのであれば、別途の規程を設けるべき
である。

現在、上下水道事業部の債権管理の根拠
規定として、岐阜市債権取扱規則に準じて
運用している。今後も引き続き、債権管理
調整会議内での決定事項を含め、別途規
程設置について検討を行っていく。

・検討の結果、岐阜市債権管理条例が公
営企業も対象としていることから、例規の体
系上、債権管理に関する事務の取扱いを
定めた当該規則の適用があると解する。
・なお、当該規則の運用方法等について整
理を進め、できるだけ早期にとりまとめる予
定。

○
上下水道事業

部
営業課 4032-3219 532

264　指摘
【支払督促等の訴訟手続】
給水停止では回収できない場合には、支払督促等
の訴訟手続を利用し債権回収を図るべきである。

平成29年度末に、債権管理調整会議にて
支払督促に関するマニュアルが作成され、
今年度から、課内において、方針決定に向
けて検討を行っている。引き続き、徴収停
止を含め、債権管理方法について検討を
行っていく。

・支払い督促等の訴訟手続きには相応の
人的体制と経費を要することから、他都市
の対応状況も調査しながら、適正かつ実施
可能な債権管理方針を検討し、できるだけ
早期にとりまとめる予定。

△
上下水道事業

部
営業課 4032-3219 532

268　指摘
【消滅時効期間の満了と不納欠損処分】
一律に不納欠損処分するのではなく、収納可能な
債権については、不納欠損処分をすることなく債権
回収措置を講じるとともに、徴収停止の要件を充足
する債権については、徴収停止を行い、その後に
不納欠損処分を行う運用に改めるべきである。

平成29年度末に、債権管理調整会議にて
徴収停止に関するマニュアルが作成され、
今年度、当該会議において、死亡者で相
続人がすべて財産放棄している事案につ
いて、徴収停止に該当するか否かの協議
を行った結果、死亡者の財産調査ができな
いため、該当しないこととなった。今後も引
き続き、債権管理調整会議と調整し、債権
管理方法について検討していく。

・改正民法（R2.4施行）に基づき、収納可
能な債権については回収努力を継続す
る。
・また、徴収停止については、事前調査を
含め相応の人的体制と経費を要することか
ら、他都市の対応状況も調査しながら、適
正かつ実施可能な債権管理方針を検討
し、できるだけ早期に取りまとめる予定。

△
上下水道事業

部
営業課 4032-3219 532



包括外部監査 措 置 状 況 報 告 書

（地方自治法第252条の38第6項に基づくもの）

対　　　象 岐阜市の債権 結果欄の記載方法

監査実施年度 平成28年度 ○、△、×のいずれかを記入

提　出　日(最新提出日) 令和2年3月31日 ○：措　　置　　済　　措置を講じた（実施中含む）もの

監査委員公表日 令和2年6月2日 △：検　　討　　中　　検討中のもの

×：未実施決定済　 措置を講じないことを決定したもの

第４　住宅建築資金貸付金・同和向個人住宅建設資金貸付金

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

242　指摘
【遅延損害金の請求】督促や催告の際には遅延損
害金の請求をし、各月の償還金元金が納入される
際には遅延損害金を調定して納入の通知をすべき
である。

遅延損害金の扱いについて、債権管理調
整会議に働きかけるなど、庁内の対応状況
等を踏まえ、総合的に判断し適切に対応
できるよう、検討を継続している。

遅延損害金の扱いについて、庁内の対応
状況や他市町の取扱い事例を踏まえ、総
合的かつ適切に検討を継続している。

△ 市民参画部
人権啓発セン

ター
6372 529

第12　岐阜薬科大学授業料

指摘及び意見 措置状況（平成30年度末） 措置状況（令和元年度末） 結果欄 部 課
担当者

（内線等）
本編頁

222　指摘
【法的手続による請求】
弁護士を代理人とする内容証明での請求など、専
門家対応も検討することも考えられるが、例外事由
のない限り、簡易裁判所での訴訟提起など訴訟手
続による履行請求を検討すべきである（債務者が遠
隔地であると支払督促で異議が出された場合に裁
判管轄が問題となる）。

行政課等と協議を行っている。
薬科大学だけの問題ではなく、全庁的に
検討すべき事項と思われるので、引き続き
行政課等と協議し、対応を検討したい。

　対象の授業料未納者は、令和元年度中
に全額納付済みとなった。
　今後、滞納者が現れたときは、関係部局
と協議し、対応をすることとする。

〇 薬科大学 庶務会計課
230-8100
（3583）

527


